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介護と介護事業を守り、よくする！

天晴れ介護サービス総合教育研究所（株）

介護福祉士 介護支援専門員

代表取締役 榊原 宏昌

解釈通知含む！

Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

内容令和６年度介護報酬改定

■１月２２日の答申内容と
３月８日発出の解釈通知案をもとに
要点をまとめました

■正確には厚生労働省の資料を
ご確認下さい

■個人の学習とともに、
法人内研修等でもご活用下さいませ
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解釈通知（3月8日版）
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Q&A等（3月15日）
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講師プロフィール

386

◎昭和52年、愛知県生まれ 介護福祉士、介護支援専門員
◎京都大学経済学部卒業後、平成12年、特別養護老人ホームに介護職として勤務
◎社会福祉法人、医療法人にて、生活相談員、グループホーム、居宅ケアマネジャー、

有料老人ホーム、小規模多機能等の管理者、新規開設、法人本部の実務に携わる
◎15年間の現場経験を経て､平成27年4月｢介護現場をよくする研究･活動｣を目的に独立
◎著書、雑誌連載多数。講演、コンサルティングは年間400回を超える
◎ブログ、facebook、毎朝5:55のライブ配信など毎日更新中
◎YouTubeや動画ライブラリーでは500本以上の動画を配信
◎介護と介護事業を守り、よくする教育インフラ「リーダーズ・プログラム（年会費制）」を主催
◎「継続的な学習」を当たり前に。「リーダー」を1人でも多く増やすために、日々活動中
◎4児の父、趣味はクラシック音楽
◎天晴れ介護サービス総合教育研究所 https://www.appare-kaigo.com/ 「天晴れ介護」で検索

■日本福祉大学 社会福祉総合研修センター 兼任講師 ■全国有料老人ホーム協会 研修委員
■稲沢市 地域包括支援センター運営協議会委員 ■HMS介護事業経営コンサルタント
■出版実績：中央法規出版、中央法規出版、ナツメ社、その他10冊以上
■平成20年第21回ＧＥヘルスケア・エッセイ大賞にてアーリー・ヘルス賞を受賞
■榊原宏昌メールアドレス sakakibara1024@gmail.com
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■15年間の現場＋本部での経験

■10年間のコンサルティング経験

■経営から現場まで
要点を分かりやすく！
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認知症対応型共同生活介護
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○１（３）⑭認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し
医療連携体制加算：対象となる医療的ケアを追加
○１（３）⑲協力医療機関との連携体制の構築★
■以下を満たす協力医療機関を定めること努力義務
ⅰ 急変時、相談対応体制を常時確保
ⅱ 診療の求めに応じ、診療を行う体制を常時確保
■ 年１回以上、協力医療機関と急変時対応の確認、医療機関の名称等を自治体提出
■ 退院可能なら、速やかに再入所（努力義務）
○１（３）⑳協力医療機関との定期的な会議の実施★
平時からの連携を強化／現病歴等の情報共有会議を定期開催／
協力医療機関連携加算（１）100単位／月※上記２要件（２）40単位／月※それ以外
○１（３）㉑入院時等の医療機関への情報提供★
退居時情報提供加算（新）250単位／回：医療機関へ退所時、心身の状況、生活歴等
を示す情報を提供
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⑿ 医療連携体制加算について
ヌ 同号ニの⑵の㈩に規定する「留置カテーテルを使用している状態」につい

ては、留置カテーテルが挿入されている利用者に対して、留置カテーテル
に係る観察、管理、ケアを行った場合であること。

ル 同号ニの⑵の(十一)に規定する「インスリン注射を実施している状態」に
ついては、認知症対応型共同生活介護の利用中にインスリン注射によりイ
ンスリンを補う必要がある利用者に対して、実際にインスリン注射を実施
している状態である。

医療連携体制加算

389



Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

① 基準省令第 105 条は、指定認知症対応型共同生活介護事業者の入居者の
病状の急変時等に対応するための協力医療機関をあらかじめ定めておく
こと、新興感染症の診療等を行う医療機関と新興感染症発生時等におけ
る対応を取り決めるよう努めること、⻭科医療の確保の観点からあらか
じめ協力⻭科医療機関を定めておくよう努めること等を規定したもので
あること。協力医療機関の及び協力⻭科医療機関は、共同生活住居から
近距離にあることが望ましい。

② 協力医療機関との連携（第２項）
指定認知症対応型共同生活介護事業者の入居者の病状の急変時等に、相談

対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関を定めるよう努めな
ければならない。連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支
援診療所、地域包括ケア病棟(200 床未満)を持つ医療機関等の在宅医療
を支援する地域の医療機関（以下、在宅療養支援病院等）と連携を行う
ことが想定される。なお、令和６年度診療報酬改定において新設される
地域包括医療病棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養支援病院等を除き、
連携の対象として想定される医療機関には含まれないため留意すること。

GHの協力医療機関
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③ 協力医療機関との連携に係る届け出（第３項）
協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に１回以上、

協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関
の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ること
を義務づけたものである。届出については、別紙３によるものとする。
協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やか指定権
者に届け出ること。

④ 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携（第４項）
指定認知症対応型共同生活介護事業者の入居者における新興感染症の発生

時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築してお
くため、感染症法第６条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関であ
る病院又は診療所との新興感染症発生時等における対応を取り決めるよ
う努めることとしたものである。

取り決めの内容としては、流行初期期間経過後（新興感染症の発生の公表
後４か月程度から６カ月程度経過後）において、指定認知症対応型共同
生活介護事業者の入居者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、
入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。なお、第二種
協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うこ
とを妨げるものではない。

GHの協力医療機関
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GHの協力医療機関
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（別紙３）

令和 年 月 日

各許可権者 殿

ー ）

□ 1  (介護予防)特定施設入居者生活介護 □ 2  地域密着型特定施設入居者生活介護

□ 3  (介護予防)認知症対応型共同生活介護 □ 4  介護老人福祉施設

□ 5 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 □ 6  介護老人保健施設

□ 7  介護医療院 □ 8  養護老人ホーム

□ 9  軽費老人ホーム

ー ）

各指定権者

協力医療機関に関する届出書

届
　
出
　
者

フリガナ
名　　称

事務所・施設の所在地
(郵便番号
　
　(ビルの名称等)

連 絡 先 電話番号 FAX番号

代表者の住所
(郵便番号
　

事業所番号

事業所・施設種別

代表者の職・氏名 職名 氏名

入所者等が急変した場合等
の対応の確認を行った日

令和　年　月　日
協力医療機関の

担当者名

協
力
医
療
機
関

①施設基準（※1）第1号（※
2）
　の規定を満たす協力医療機関

医療機関名 医療機関コード

（事業所・施設種別４～８のみ）

③施設基準（※1）第3号（※
4）
　の規定を満たす協力病院

医療機関名 医療機関コード

②施設基準（※1）第2号（※
3）
　の規定を満たす協力医療機関

医療機関名 医療機関コード

入所者等が急変した場合等
の対応の確認を行った日

令和　年　月　日
協力医療機関の

担当者名

入所者等が急変した場合等
の対応の確認を行った日

令和　年　月　日
協力医療機関の

担当者名

医療機関名 医療機関コード

医療機関名 医療機関コード

上記以外の協力医療機関
医療機関名 医療機関コード
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GHの協力医療機関
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⑤ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合（第５項）
協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、第３項で定めら

れた入居者の急変時等における対応の確認と合わせ、当該協力機関との
間で、新興感染症の発生時等における対応について協議を行うことを義
務付けるものである。協議の結果、当該協力医療機関との間で新興感染
症の発生時等の対応の取り決めがなされない場合も考えられるが、協力
医療機関のように日頃から連携のある第二種協定指定医療機関と取り決
めを行うことが望ましい。

⑥ 医療機関に入院した入居者の退院後の受け入れ（第６項）
「速やかに入居させることができるよう努めなければならない」とは、必

ずしも退院後に再び入居を希望する入居者のために常に居室を確保して
おくということではなく、できる限り円滑に再び入居できるよう努めな
ければならないということである。

⑦ 同条第７項は、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提
供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、病院等のバックアップ施設との間の連携及び支援の
体制を整えなければならない旨を規定したものである。これらの協力医
療機関やバックアップ施設から、利用者の入院や休日夜間等における対
応について円滑な協力を得るため、当該協力医療機関等との間であらか
じめ必要な事項を取り決めておくものとする。

GHの協力医療機関
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⑾ 協力医療機関連携加算について
① 本加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築

する観点から、入居者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強
化するため、入居者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等
を行う会議を定期的に開催することを評価するものである。

② 会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性
が高い入居者や新規入居者を中心に情報共有や対応の確認等を行うことと
し、毎回の会議において必ずしも入居者全員について詳細な病状等を共有
しないこととしても差し支えない。

③ 協力医療機関が指定地域密着型サービス基準第 105 条第２項第１号及び第
２号に規定する要件を満たしている場合には⑴の 100 単位、それ以外の場
合には⑵の 40 単位を加算する。⑴について、複数の医療機関を協力医療
機関として定めることにより当該要件を満たす場合には、それぞれの医療
機関と会議を行う必要がある。⑴を算定する場合において、指定地域密着
型サービス基準第 105 条第３項に規定する届出として当該要件を満たす医
療機関の情報を市町村⻑に届け出ていない場合には、速やかに届け出るこ
と。

協力医療機関連携加算
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④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に１回以上開催されている必要があ
る。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該事業
所の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期
的に年３回以上開催することで差し支えないこととする。

なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場合にお
いては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。

⑤ 会議は，テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケー
ションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるも
のとする。この際，個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事
業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」，厚生労働省
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

⑥ 本加算における会議は、指定地域密着型サービス基準第 105 条第３項に規
定する、入居者の病状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うことと
しても差し支えない。

⑦ 会議の開催状況については，その概要を記録しなければならない。

協力医療機関連携加算
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⒀ 退居時情報提供加算について
① 入居者が退所退居して医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して、

入居者を紹介するに当たっては、別紙様式９の文書に必要な事項を記載の
上、当該医療機関に交付するとともに、交付した文書の写しを介護記録等
に添付すること。

② 入居者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医
療機関に入院する場合には、本加算は算定できない。

居住系 退居時情報提供加算
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居住系 退居時情報提供加算
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記⼊⽇︓ 　　　　年　　　⽉　　　⽇
退居⽇︓ 　　　　年　　　⽉　　　⽇

情報提供⽇︓ 　　　　年　　　⽉　　　⽇

TEL︓　　　　　　　　　　　　 FAX︓

１．利⽤者(患者)基本情報について
（ﾌﾘｶﾞﾅ）　　　　　

 ⻄暦 年 ⽉ ⽇生

　□　　　　割 □ 不明 　□ なし　 □ あり（　身体 ・ 精神 ・ 知的　）

２．家族連絡先について

（同居・　別居） 電話番号

（同居・　別居） 電話番号

３．意思疎通について

　□問題なし 　□やや難あり 　□困難

　□問題なし 　□やや難あり 　□困難

　□なし 　□あり

　□なし 　□あり

４．口腔・栄養について

　□経口 □経管栄養　 □静脈栄養 　□なし　　　 □あり （ ）

　□なし □あり 　□なし □あり （ 　□薄い 　・ 　□中間　 ・ 　□濃い　 ） 

　□米飯　□軟飯　□全粥　□その他（ ） 　□普通　 □軟菜　 □その他（　　　　 ）

　□なし □あり （ □部分　・　□総 ） 　□できる □できない

　□なし　　　 □あり 　□なし　 □あり （ ）

５．お薬について　　　※必要に応じて、「お薬手帳（コピー）」を添付

　□ なし　 □ あり 　□ なし　 □ あり （職種︓ ）

　□ ⾃⼰管理　 □⾃⼰管理以外　（管理⽅法︓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　  　　　 　 ）

　□ ⾃⽴ □⼀部介助（介助内容︓ ） □全介助

　□なし　　　 □あり（ ） 　□なし　 □あり（ ）

　□本⼈・家族等との話し合いを実施している（最終実施⽇︓　　　　年　　　　⽉　　　　⽇　　　　　　　　　　　 ）

　□話し合いを実施していない　　　（　□本⼈からの話し合いの希望がない　　□それ以外　）

※本⼈・家族等との話し合いを実施している場合のみ記載

　□下記をご参照ください　　　　　　　　　　　 □別紙参照（ ⼊所中に記載した書類等︓

　□本⼈ □家族（⽒名︓ 続柄︓ ） （⽒名︓ 続柄︓ ）

　□医療・ケアチーム □その他（ ）

  上記の他、⼈生の最終段階における医療・ケアに関する情報で医療機関と共有したい内容

本⼈・家族の意向        )

話し合いへの参加者

医療・ケアに関して本⼈または
本⼈・家族等と医療・ケアチー

ムで話し合った内容

その他

薬剤管理

服薬介助

薬剤アレルギー 特記事項

６．⼈⽣の最終段階における医療・ケアに関する情報
　　　※本⼈の意思は変わりうるものであり、本記載が最新の意向を反映しているとは限らないため、常に最新の意向の確認が必要であることについて⼗分に留意すること

意向の話し合い

義⻭使⽤ 左右両⽅の奥⻭で
しっかりかみしめられる

⻭の汚れ ⻭⾁の腫れ、出⾎

特記事項

内服薬 居宅療養管理指導

摂食⽅法 食物アレルギー

摂食嚥下機能障害 水分（とろみ）

食形態（主食） 食形態（副食）

意思決定⽀援者（代諾者） （続柄　　　・　　才）

視⼒

意思疎通

退居時の要介護度 　□ 要⽀援（　　　　）　　□要介護（　　　　）　　有効期間︓　　　年　　　⽉　　　⽇　　〜　　年　　　⽉　　　⽇
　□ 申請中(申請⽇　　　／　　 ）　　　□区分変更（申請⽇　　　　／　　）　　□ 未申請

障害高齢者の
⽇常生活⾃⽴度

　□⾃⽴ 
　□J１ □J２ □A１ □A２ □B１ □B２ □C１ □C２

認知症高齢者の
⽇常生活⾃⽴度

　□⾃⽴ 
 
　□Ⅰ □Ⅱa  □Ⅱb  □Ⅲa  □Ⅲb □Ⅳ □M

　□会話に⽀障がない
　□複雑な会話はできないが、普通に会話はできる
　□普通に会話はできないが、具体的な欲求を伝えることはできる
　□会話が成り⽴たないが、発語はある
　□発語がなく、無言である

聴⼒

眼鏡

補聴器

介護保険の⾃⼰負担割合 障害手帳の有無

年⾦などの種類 　□ 国⺠年⾦　　　　　□ 厚生年⾦　　　　　□ 障害年⾦　　　　　□ 生活保護　　　　　□ その他 (　　 　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

主介護者⽒名 （続柄　　　・　　才）

退居時情報提供書

医療機関名︓ 施 設 名 ︓

ご担当者名︓ 担当者名︓

利⽤者(患者)／家族の同意に基づき、　　　　　　　年　　　　⽉　　　　⽇時点の施設生活における利⽤者情報（身体・生活機能など）を送付します。是非ご活⽤下さい。

⽒名 生年⽉⽇
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７．退居前の⾝体・⽣活機能の状況／療養⽣活上の課題について

　□クッション □体位変換（　　　時間毎） 　□その他（ ） 　□なし

　同封の書類をご確認ください。 □ アセスメントシート（フェイスシート） □その他（ ）

 　□なし　□あり

　みまもりの必要性︓⽇常生活で安全に過ごすためにどの程度ほかの⼈によるみまもりが必要か

　□⾒守ってもらうことなく過ごすことができる □1⽇1回様子を確認してもらえれば⼀⼈で過ごすことができる

　□半⽇程度であれば⾒守ってもらうことなく⼀⼈で過ごすことができる □30分程度ならみまもってもらうことなく⼀⼈で過ごすことができる

　□常にみまもりが必要である

　⾒当識︓現在の⽇付や場所等についてどの程度認識できるか

　□年⽉⽇はわかる □年⽉⽇はわからないが、現在いる場所の種類はわかる

　□場所の名称や種類はわからないが、その場にいる⼈が誰だかわかる □その場にいる⼈が誰だかわからないが、⾃分の名前はわかる

　□⾃分の名前がわからない

　近時記憶︓身近なものを置いた場所を覚えているか

　□常に覚えている □たまに（週1回程度）忘れることがあるが、考えることで思い出せる

　□思い出せないこともあるが、きっかけがあれば⾃分で思い出すこともある □きっかけがあっても、⾃分では置いた場所をほとんど思い出せない

　□忘れたこと⾃体を認識していない

　遂⾏能⼒︓テレビや電動ベッド等の電化製品を操作できるか

　□⾃由に操作できる □チャンネルの順送りなど普段している操作はできる

　□操作間違いが多いが、操作⽅法を教えてもらえれば使える □リモコンを認識しているが、リモコンの使い⽅が全くわからない

　□リモコンが何をするものかわからない

　□なし 　□不明

　□あり （頻度︓□0回　□1回　□2回以上）（直近の⼊院理由︓　　　　　           　　 期間︓令和　　年　　⽉　　⽇ 〜 令和　　年　　⽉　　⽇）

８．退居前の⽣活における介護/医療の状況、本⼈の関⼼等

　介護・医療サービスの利⽤状況、生活歴や趣味・嗜好等

　　　同封の書類をご確認ください。 　　□ 施設サービス計画(1)〜(3) 　　□ アセスメントシート（フェイスシート） 　□その他（ ）

　特記事項︓

９．かかりつけ医について

１０．カンファレンス等について（ケアマネジャー、支援相談員等からの希望）

　□希望あり

　具体的な要望（ ）

かかりつけ⻭科医療機関
かかりつけ薬局

⻭科医師名

「退院前カンファレンス」
への参加

認知機能の状況

過去半年間における⼊院

介護/医療の状況・
本⼈の関心等

かかりつけ医療機関１ かかりつけ医療機関２

医師名 医師名

□⾃⽴ □⾒守り □⼀部介助 □全介助

退居前のADL/IADL

ADL・IADLに関する
直近2週間以内の変化

□杖 □歩⾏器 □⾞椅子 □その他

食事 □⾃⽴ □⾒守り □⼀部介助 □全介助 排泄

□⾒守り □⼀部介助 □全介助

移動（屋外） □杖 □歩⾏器 □⾞椅子 □その他 移動（屋内）

褥瘡等への対応 　□エアーマット

移乗 □⾃⽴ □⾒守り □⼀部介助 □全介助 移動 □⾃⽴

麻痺の状況 □右上肢 □左上肢 □右下肢 □左下肢 褥瘡等の有無 　□なし　□あり（部位・深度・⼤きさ等　　　　　　　　　　　）
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○１（５）①高齢者施設等における感染症対応力の向上★
高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ・新）10単位／月
■新興感染症の診療を実施する医療機関（協定締結医療機関）との連携体制構築
■上記以外の感染症（※コロナ含む）について、協力医療機関等と対応取り決め
■医療機関や地域の医師会が定期的に行う研修に年1回以上参加、助言･指導を受ける
高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ・新）5単位／月
加えて一定の要件を満たす医療機関から、3年に1回以上感染制御等の実地指導受ける
○１（５）②施設内療養を行う高齢者施設等への対応★
感染者を施設内で療養を行うことを新たに評価／対象感染症は必要に応じ指定
新興感染症等施設療養費（新）240単位／日 1月に１回、連続する5日限度
○１（５）③新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携★
体制を平時から構築／協定締結医療機関／新興感染症発生時対応の取り決め努力義務
協力医療機関が協定締結医療機関である場合は、協議を義務付け
○１（５）④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
未策定＋訓練等､減算3％／1年間経過措置（要指針･計画）／情報公表／基準上は義務
○１（６）①高齢者虐待防止の推進★
指針、委員会、研修などの措置が講じられていない場合減算★
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(22) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について
① 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)は、高齢者施設等における平時からの

感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携
体制を評価するものであること。

② 高齢者施設等において感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感
染対策に関する研修又は訓練に少なくとも１年に 1 回以上参加し、指導及
び助言を受けること。院内感染対策に関する研修又は訓練については、診
療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第１医科診
療報酬点数表の区分番号Ａ２３４−２に規定する感染対策向上加算（以下、
感染対策向上加算という。）又は医科診療報酬点数表の区分番号Ａ０００
に掲げる初診料の注 11 及び再診料の注 15 に規定する外来感染対策向上
加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカン
ファレンスや職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師
会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスを対象とする。

③ 指定地域密着型サービス基準第 108 条により準用する第 33 条第２項に基
づき、介護職員その他の従業員に対して実施する感染症の予防及びまん延
の防止のための研修及び訓練の内容について、上記の医療機関等における
研修又は訓練の内容を含めたものとすること。

居住系 高齢者施設等感染対策向上加算
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④ 指定地域密着型サービス基準第 105 条第４項において、指定認知症対応
型共同生活介護事業所は、入居者が新興感染症に感染した際に、感染者の
診療等を行う第二種協定指定医療機関と連携し、新興感染症発生時等にお
ける対応を取り決めるよう努めることとしており、加算の算定にあたって
は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行
う体制を確保していること。新興感染症発生時等の対応としては、感染発
生時等における相談、感染者の診療、入院の要否の判断等が求められるこ
とから、本加算における連携の対象となる第二種協定指定医療機関は診療
所、病院に限る。なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ス
テーションとの連携を行うことを妨げるものではない。

⑤ 季節性インフルエンザやノロウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症
など特に高齢者施設等において流行を起こしやすい感染症について、協力
医療機関等と連携し、感染した入所者に対して適切に医療が提供される体
制が構築されていること。特に新型コロナウイルス感染症については、
「高齢者施設等における医療機関との連携体制等にかかる調査の結果につ
いて（令和５年 12 月７日付事務連絡）」のとおり新型コロナウイルス感
染症の対応を行う医療機関との連携状況等を調査しており、引き続き感染
者の対応が可能な医療機関との連携体制を確保していること。

居住系 高齢者施設等感染対策向上加算
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(23) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について
① 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)は、感染対策向上加算に係る届出を

行った医療機関から、少なくとも３年に１回以上、事業所内で感染者が発
生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合に、月１回算定
するもの。

② 実地指導については、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関にお
いて設置された感染制御チームの専任の医師又は看護師等が行うことが想
定される。

③ 指定地域密着型サービス基準第 108 条により準用する第 33 条第２項に基
づき、介護職員その他の従業員に対して実施する感染症の予防及びまん延
の防止のための研修及び訓練の内容について、上記の医療機関による実地
指導の内容を含めたものとすること。
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(24) 新興感染症等施設療養費について
① 新興感染症等施設療養費は、新興感染症のパンデミック発生時等において、

事業所内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、
感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関
との連携体制を確保した上で感染した高齢者の療養を施設内で行うことを
評価するものである。

② 対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚
生労働大臣が指定する。令和６年４月時点においては、指定している感染
症はない。

③ 適切な感染対策とは、手洗いや個人防護具の着用等の標準予防策（スタン
ダード・プリコーション）の徹底、ゾーニング、コホーティング、感染者
以外の入所者も含めた健康観察等を指し、具体的な感染対策の方法につい
ては、「介護現場における感染対策の手引き（第３版）」を参考とするこ
と。
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⑾ 業務継続計画未策定減算について
業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第 30 条の２

第１項（指定居宅サービス等基準第 39 条の３において準用する場合を含
む。）に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準
を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準を
満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員につ
いて、所定単位数から減算することとする。

なお、経過措置として、令和７年３月 31 日までの間、当該減算は適用しな
いが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。

第三十条の二 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の
提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続
計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う
ものとする。

業務継続計画未策定減算
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⑽ 高齢者虐待防止措置未実施減算について
高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発

生した場合ではなく、指定居宅サービス基準第 37 条の２（指定居宅サー
ビス等基準第 39 条の３において準用する場合を含む。）に規定する措置
を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算すること
となる。

具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催
していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待
防止のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置
を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やか
に改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改
善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じ
た月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員につい
て所定単位数から減算することとする。

虐待防止措置未実施減算
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構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当
する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要で
ある。

なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当
(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支え
ない。

ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事
業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行
する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※)身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望まい。）、
感染対策担当者（看護師が望ましい。） 、事故の発生又はその再発を防
止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその
再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

委員会、担当者について
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認知症対応型共同生活介護

408

○１（７）⑤認知症対応型共同生活介護、施設系サービスにおける平時からの認知症
の行動・心理症状の予防、早期対応の推進★
認知症チームケア推進加算（新）Ⅰ：150単位／月、Ⅱ：120単位／月
認知症専門ケア加算とは併算定不可
自立度Ⅲ以上50％／指導者研修（Ⅱﾘｰﾀﾞｰ）or日本版BPSDｹｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ研修？
指導者研修のｶﾘｷｭﾗﾑも変更予定？／チーム／BPSD評価（NPI-NH？BPSDQ25 ？）
チームケアに関する計画作成／計画的な評価・見直し、事例検討等
○２（３）①科学的介護推進体制加算の見直し★
入力項目の明確化／重複項目見直／データ提出３月に１回／初回データ提出そろえる
○３（１）①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベー
スアップ等支援加算の一本化★
介護職員等の確保／介護職員の処遇改善を多くの事業所に活用されるよう推進
４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化／１年間の経過措置
・介護へ配分を基本／経験･技能のある職員に重点／職種配分ルールなし／
・一番下の区分の加算額の１／２以上を月額賃金の改善に充てること
・職場環境等要件：（Ⅲ･Ⅳ）区分ごと1つ以上（生産性2つ）／（Ⅰ･Ⅱ）区分ごと
2つ以上（生産性3つ・⑰ガイドラインに沿った取組or⑱業務の見える化は必須）
※小規模事業者は㉔協働化の項目を満たしていれば生産性の項目はOK
○３（２）①テレワークの取扱い★
個人情報の管理／利用者の処遇に支障ない／職種や業務ごとに具体的な考え方

Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

科学的介護推進体制加算
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第１ 科学的介護情報システム（LIFE）について
令和３年度より、介護施設・事業所が、介護サービス利用者の状態や行って

いるケアの計画・内容等を提出し、入力内容が集計され、当該施設等に
フィードバックされる仕組みとして「科学的介護情報システム（Long-
term care Information system ForEvidence）」（以下「LIFE」とい
う。）の運用を開始した。令和６年度改定においては、これまでの取組の
中で指摘されてきた入力負担等の課題に対応し、さらに科学的介護の取組
を推進する観点から入力項目の見直し等を行うこととした。

LIFE の利用申請手続等については、「令和６年度介護報酬改定を踏まえた
科学的介護情報システム（LIFE）の対応について（仮称）」(令和６年３
月 15 日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)を、データ提出に当たって、
各項目の評価方法等については、「ケアの質の向上に向けた LIFE 利活用
の手引き 令和６年度改定版（仮称）」（令和６年３月中に公開予定。）
を参照されたい。ＵＲＬ：
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html 

科学的介護推進体制加算
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第２ LIFE への情報提出頻度及び提出情報について
LIFE へ提出された情報については、利用者又は入所者（以下、「利用者

等」という。）単位若しくは事業所・施設単位で分析され、フィードバッ
クされる。そのため、LIFE へのデータ提出が要件となっている加算にお
いて提出する情報は、フィードバックに活用する観点から、様式の各項目
うち、記入者名や自由記載の箇所等については提出を求めないこととした。
また、生年月日等の原則更新がない利用者の基本情報についても利用者情
報登録の内容からデータ連携される。その他、各加算において提出する情
報については、以下を参照されたい。

また、令和６年度改定においては、入力負担軽減や利便性向上の観点から、
LIFE システムを更改し、令和６年７月末頃に新システムを運用開始する
予定である。令和６年度改定に対応した介護記録ソフトを導入するために
時間を要する等の事情のある場合は、以下の規定にかかわらず、令和６年
４月〜７月サービス提供分の情報の提出については、令和６年 10 月 10 
日までに提出することを可能とする。なお、やむを得ない事情がなく、提
出すべき情報を令和６年 10 月 10 日までに提出していない場合、算定し
た当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。

科学的介護推進体制加算
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１ 科学的介護推進体制加算
（１）LIFE への情報提出頻度について

利用者等ごとに、アからエまでに定める月の翌月 10 日までに提出すること。
なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場
合、直ちに訪問通所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならず、
事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月まで
の間について、利用者等全員について本加算を算定できないこと（例えば、
４月の情報を５月 10 日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出
が必要であり、４月サービス提供分から算定ができないこととなる。）。

ア 本加算の算定を開始しようとする月においてサービスを利用している利用
者等（以下「既利用者等」という。）については、当該算定を開始しよう
とする月

イ 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始し
た利用者等（以下「新規利用者等」という。）については、当該サービス
の利用を開始した日の属する月（以下、「利用開始月」という。）

ウ ア又はイの月のほか、少なくとも３月ごとエ サービスの利用を終了する
日の属する月

ただし、イの場合であって、月末よりサービスを利用開始した利用者等に係
る情報を収集する時間が十分確保できない等のやむを得ない場合について
は、利用開始月の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支えな
い。その場合、当該利用者等に限り、利用開始月のサービス提供分は算定
できない。

科学的介護推進体制加算
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（２）LIFE への提出情報について
通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおいて科学的介護推進体

制加算を算定する場合又は施設サービスにおいて科学的介護推進体制加算
（Ⅰ）を算定する場合は、事業所又は施設の全ての利用者等について、別
紙様式１（科学的介護推進に関する評価（通所・居住サービス））又は別
紙様式２（科学的介護推進に関する評価（施設サービス））にある「基本
情報」、「総論」、「口腔・栄養」及び「認知症（別紙様式３も含
む。）」の任意項目を除く情報を、やむを得ない場合を除き提出すること。

施設サービスにおいて科学的介護推進体制加算（Ⅱ）を算定する場合は、上
記に加えて「総論」の診断名・服薬情報ついても提出すること。

上記以外の項目（「認知症」や「その他」の任意項目等）についても、必要
に応じて提出することが望ましいこと。

また、提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。
・（１）アに係る提出情報は、当該算定開始時における情報
・（１）イに係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報
・（１）ウに係る提出情報は、前回提出時以降の評価時点の情報
・（１）エに係る提出情報は、当該サービスの利用終了時における情報

科学的介護推進体制加算
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科学的介護推進体制加算
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科学的介護推進体制加算
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科学的介護推進体制加算
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科学的介護推進体制加算
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科学的介護推進体制加算
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認知症対応型共同生活介護

421

○３（２）②利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す
る方策を検討するための委員会の設置の義務付け★
委員会の設置義務付け／３年間の経過措置
○３（２）③介護ロボットやICT 等のテクノロジーの活用促進★
生産性向上推進体制加算（Ⅰ・新）100単位／月、（Ⅱ）10単位／月
（Ⅱ）見守り機器等（見守り機器／インカム等／記録ICT 機器）を１つ以上／生産性
向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善／一定期間ごとに効果を示すデータ提供
（Ⅰ）見守り機器等のテクノロジーを複数導入（上記3つは全て、全居室・全介護職
員）／適切な役割分担（介護助手等）の取組／Ⅱの要件
○３（２）⑥認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し★
夜勤を行う介護従業者が最低基準を0.9 人以上上回っている場合にも算定を可能
見守り機器を利用者数10%以上／委員会を設置
○３（２）⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し★
現行のN1・N2に加え、新たな要件で６月未満人員配置基準へ算入／
事業者が日本語能力、指導の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を勘案／
経験職員とチームケア／ 安全対策担当者指針、研修
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39 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す
る方策を検討するための委員会の開催

指定介護老人福祉施設基準第 35 条の３は、介護現場の生産性向上の取組を
促進する観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所
の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しな
がら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利
用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する
方策を検討するための委員会の設置及び開催について規定したものであ
る。なお、本条の適用に当たっては、令和６年改正省令附則第４条にお
いて、３年間の経過措置を設けており、令和９年３月 31 日までの間は、
努力義務とされている。

本委員会は、生産性向上の取組を促進する観点から、管理者やケア等を行
う職種を含む幅広い職種により構成することが望ましく、各事業所の状
況に応じ、必要な構成メンバーを検討すること。なお、生産性向上の取
組に関する外部の専門家を活用することも差し支えないものであること。

生産性向上委員会
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また、本委員会は、定期的に開催することが必要であるが、開催する頻度
については、本委員会の開催が形骸化することがないよう留意した上で、
各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決めることが望ましい。

あわせて、本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局高齢者支援課
「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」等を参
考に取組を進めることが望ましい。

また、本委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとし、
この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお
ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療
情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

生産性向上委員会
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なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運営に関する会
議（事故発生の防止のための委員会等）を開催している場合、これと一
体的に設置・運営することとして差し支えない。本委員会は事業所毎に
実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により
行うことも差し支えない。

また、委員会の名称について、法令では「利用者の安全並びに介護サービ
スの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員
会」と規定されたところであるが、他方、従来から生産性向上の取組を
進めている事業所においては、法令とは異なる名称の生産性向上の取組
を進めるための委員会を設置し、開催している場合もあるところ、利用
者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方
策が適切に検討される限りにおいては、法令とは異なる委員会の名称を
用いても差し支えない。

生産性向上委員会
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⑸ 夜間支援体制加算について
① 認知症対応型共同生活介護事業所の１の共同生活住居につき、夜間及び深

夜の時間帯を通じて１の介護従業者を配置している場合に、それに加えて
常勤換算方法で１以上の介護従業者又は１以上の宿直勤務に当たる者を配
置した場合に算定するものとする。

夜間支援体制加算

425



Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

② 施設基準第 32 号イの⑷のただし書きに規定する見守り機器（利用者が
ベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサー
であり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報
できる利用者の見守りに資する機器をいう。以下同じ。）を使用する場合
における基準については、必要となる介護従業者の数が0.9 を加えた数以上
である場合においては、次の要件を満たすこととする。

ａ 利用者の 10 分の１以上の数の見守り機器を設置すること。
ｂ 「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会」は、３月に１回以上行うこととする。
「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す
る方策を検討するための委員会」は、テレビ電話装置等を活用して行うこ
とができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
等を遵守すること。

③ 全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上
回っているものとする。

夜間支援体制加算
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居住系 口腔・栄養スクリーニング加算
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居住系 口腔・栄養スクリーニング加算
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(28)苦情処理
① 居宅基準第 36 条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談

窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するた
めに講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族に
サービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併
せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載す
ること等である。なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、第３
の一の３の(24)の①に準ずるものとする。

苦情処理
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第３ 地域密着型サービス
４ 結果の公表について
⑴ （略）
⑵ 運営推進会議等を活用した評価の結果は、利用者及びその家族に対して

手交若しくは送付するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基
づく介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの
掲載、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉医療情報ネットワー
クシステム（ＷＡＭＮＥＴ）」の利用又は事業所内の見やすい場所への
掲示などの方法により公表すること。

⑶ （略）

運営推進会議
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⑵ 管理者（基準第 91 条）
① 指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原

則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものである。ただし、以
下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職
務を兼ねることができるものとする。

管理者の兼務
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ロ 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業
者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管
理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定認知症対応
型共同生活介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象
を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に
支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者と
しての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内
容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判
断される場合や、併設される訪問系サービスの事業所のサービス提供を
行う従業者と兼務する場合（訪問系サービス事業所における勤務時間が
極めて限られている場合を除く。）、事故発生時等の緊急時において管
理者自身が速やかに指定認知症対応型共同生活介護事業所に駆け付ける
ことができない体制となっている場合などは、一般的には管理業務に支
障があると考えられる。）

なお、１の事業所に複数の共同生活住居を設ける場合、それぞれの共同生
活住居の管理上支障がない場合は、同一事業所の他の共同生活住居との
兼務もできるものとする。また、サテライト事業所の管理者は本体事業
所の管理者を充てることができるが、この場合、２⑴の①のニに掲げる
要件をいずれも満たす必要があること。

管理者の兼務
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入院時費用

433
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内容ぜひご登録くださいませ！
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■1月22日答申！3月8日解釈通知発出！
■サービスごとの速報LIVE＆アーカイブ動画
■経営者・管理者向けのグルコン、セミナーも！
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緊急開催！解釈通知含む！
サービス別解説！！

435

動画リリースFacebookライブ時間日にち

11日以降居宅介護支援21:00～3月10日

小規模多機能21:30～

12日以降通所介護21:00～3月11日

通所リハビリテーション21:30～

15日以降特養21:00～3月14日

老健21:30～

18日以降特定施設21:00～3月17日

グループホーム21:30～

25日以降訪問介護21:00～3月22日

訪問看護21:30～

看護小規模多機能22:00～

※他のサービス、特定の分野については動画配信でお送りします
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緊急開催！解釈通知含む！
サービス別解説！！
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内容是非、ご登録くださいませ！
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速習！サービス別解説！
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